
 

○富里市都市計画の提案手続に関する要綱 

平成25年７月26日告示第122号 

改正 

平成28年３月30日告示第59号 

平成30年４月１日告示第83号 

平成31年４月１日告示第132号 

令和２年12月21日告示第156号 

令和３年３月31日告示第66号 

令和３年10月１日告示第163号 

令和４年４月１日告示第86号 

富里市都市計画の提案手続に関する要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、都市計画法（昭和43年法律第100号。以下「法」という。）第

21条の２から第21条の５までの規定に基づく都市計画の決定又は変更の提案（以

下「計画提案」という。）を行う際の手続に関し、法、都市計画法施行令（昭和44

年政令第158号）及び都市計画法施行規則（昭和44年建設省令第49号。以下「省令」

という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（情報提供等） 

第２条 計画提案を行おうとする者（以下「提案者」という。）は、市長に対し、法

第21条の２第１項後段の規定（同条第２項後段の規定により準用する場合を含む。）

による計画提案に係る都市計画の素案（以下「素案」という。）を作成するために

必要な情報の提供及び技術的助言（以下「情報提供等」という。）を求めることが

できる。 

２ 市長は、前項の規定による情報提供等の求めがあったときは、素案の作成に必

要な情報提供等をするものとする。 

（土地所有者等への説明） 

第３条 提案者は、素案の対象となる土地の区域内の土地所有者等（法第21条の２

第１項に規定する土地所有者等をいう。以下「土地所有者等」という。）その他当

該計画提案において必要と認める者に対し、素案の内容について説明を行い、その

理解を得るよう努めなければならない。 



 

（土地所有者等の同意） 

第４条 一筆の土地について複数の名義人がある場合における法第21条の２第３項

第２号に規定する土地所有者等の同意については、次に掲げるところにより行う

ものとする。 

(１) 土地所有者等の数については、それぞれの名義人の共有持分に応じた数を

当該土地所有者等の数とすること。 

(２) 土地所有者等の地積については、それぞれの名義人の共有持分に応じた地

積を当該土地所有者等の地積とすること。 

（事前相談） 

第５条 提案者は、計画提案に係る資料の作成前に、都市計画の提案に係る事前相

談書（別記第１号様式）を市長へ提出し、事前相談を行うものとする。 

（計画提案の提出書類） 

第６条 提案者は、法第21条の２の規定により、都市計画提案書（別記第２号様式）

に次に掲げる書類を添付して市長に提案することができる。 

(１) 計画概要書（別記第３号様式及び別表第１に掲げる書類） 

(２) 土地所有者等一覧表（別記第４号様式及び別表第２に掲げる計画提案を行

うことができる者であることを証する書類） 

(３) 都市計画の提案に対する土地所有者等の同意書（別記第５号様式）の写し 

(４) 土地所有者等及び周辺住民等への説明に関する書類（別記第６号様式） 

(５) 周辺環境への影響及び対策に関する調書（別記第７号様式） 

(６) その他市長が計画提案を評価する上で必要と認められる書類 

（提案に対する市の判断） 

第７条 市長は、法第21条の３の規定により、計画提案を踏まえた都市計画の決定

又は変更の必要性を判断する際に次に掲げる事項を総合的に考慮して審査するも

のとする。 

(１) 本市のまちづくりの方針との整合性及びまちづくりへの寄与の度合い 

(２) 都市計画運用指針及び本市の都市計画の基準との適合性 

(３) 計画提案に係る区域内外の住民との調整状況 

(４) 計画提案に係る区域内外の環境の保全及び創造への配慮状況 

(５) 事業の実現性や早期事業化の可能性の有無 



 

（富里市都市計画提案等検討委員会の設置） 

第８条 市は、次に掲げる場合に、富里市都市計画提案等検討委員会（以下「検討委

員会」という。）を置く。 

(１) 計画提案を踏まえた都市計画の決定及び変更の必要性を判断するとき。 

(２) 富里市市街化調整区域で定めた地区計画の区域内における建築物の制限に

関する条例施行規則（令和３年規則第36号）第２条第２項の規定による照合を行

うとき。 

（検討委員会の構成） 

第９条 検討委員会は、委員長、委員をもって構成する。 

(１) 委員長は都市建設部長の職にある者を充て、検討委員会は別表第３に掲げ

る者をもって構成する。 

(２) 検討委員会は、委員長が招集する。 

(３) 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が

指名する委員がその職務を代理する。 

(４) 委員長は、必要があると認めるときは、検討委員会に関係職員を出席させる

ことができる。 

２ 委員長は、提案者に対して検討委員会において素案の内容について説明を求め

ることができる。 

３ 検討委員会の事務局は、都市建設部都市計画課において行う。 

（都市計画の決定又は変更をする場合の手続） 

第10条 市長は、検討委員会の結果を踏まえ、都市計画の決定又は変更をすべきと

判断した場合は、都市計画の案を作成し、都市計画提案の検討経過通知書（別記第

８号様式）により提案者に通知するとともに、都市計画の決定又は変更の手続を行

うものとする。 

２ 前項に規定する場合においては、市長は、法第21条の４に規定する措置を講ず

るものとする。 

（都市計画の決定又は変更が不要と判断した場合の手続） 

第11条 市長は、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更が不要と判断すると

きは、都市計画提案の検討経過通知書（別記第９号様式）により当該計画提案者に

通知しなければならない。 



 

２ 前項の規定による通知を受けた提案者は、市長の指定する日までに自己の意見

を意見陳述申出書（別記第10号様式）により提出することができる。 

３ 市長は、都市計画の決定又は変更が不要と判断する計画提案について、当該計

画提案及び前項の意見陳述申出書並びに市長が都市計画の決定又は変更が不要と

判断する理由書を、富里市都市計画審議会条例（平成12年条例第６号）に基づき設

置された富里市都市計画審議会（以下「審議会」という。）に提出し、意見を聴か

なければならない。 

４ 市長は、前項の規定により審議会の意見を聴いた結果、計画提案を踏まえた都

市計画の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、都市計画提案の不採

用決定通知書（別記第11号様式）により、提案者に通知しなければならない。 

（計画提案の取下げ） 

第12条 提案者が計画提案を取り下げる場合は、計画提案取下届（別記第12号様式）

を市長に提出しなければならない。 

（補則） 

第13条 この要綱に定めるもののほか、都市計画の提案制度に関する必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成25年８月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月30日告示第59号） 

この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年４月１日告示第83号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（平成31年４月１日告示第132号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（令和２年12月21日告示第156号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（令和３年３月31日告示第66号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年10月１日告示第163号） 

この告示は、公示の日から施行する。 



 

附 則（令和４年４月１日告示第86号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

別表第１ 計画概要書の添付書類（第６条関係） 

総括図 富里市都市計画図（縮尺20,000分の１）に位置を記したもの 

計画図 富里市都市計画図（縮尺2,500分の１）に区域を記したもの 

公図写し 法務局備付けのもの又は調整図 

参考図 新旧対象図、土地利用計画図その他市長が必要と認める図面 

別表第２ 計画提案を行うことができる者であることを証する書類（第６条関係） 

計画提案者 証する書類 

土地所有者 土地の全部事項証明書 

借地権を有する者 (１) 土地に借地権の登記がある場合

は、土地の全部事項証明書 

(２) 土地に借地権登記がない場合は、

土地の上に当該借地権を有する者が所

有する建物の登記事項証明書 

まちづくりの推進を図る活動を行うこ

とを目的とする特定非営利活動促進法

（平成10年法律第７号）第２条第２項

の特定非営利活動法人、一般社団法人

その他の営利を目的としない法人、独

立行政法人都市再生機構又は地方住宅

供給公社 

(１) 法人の登記事項証明書 

(２) 法人の定款の写し 

まちづくりの推進に関し経験と知識を

有する者として国土交通省令で定める

団体 

(１) 法人の場合は、法人の全部事項証

明書及び定款の写し 

(２) 法人でない団体の場合は、次に掲

げる書類 

ア 団体の名称、設立の目的、主たる

事務所の所在地、設立年月日、資産

の総額が記載されたもの 



 

イ 役員（代表者又は管理人の定めの

あるものは代表者又は管理人を含

む。以下同じ。）の住所及び氏名が

記載された名簿 

ウ 規約等があるときはその写し 

(３) 省令第13条の３第１号イに該当す

る団体の場合は、該当する開発行為に

係る許可通知書の写し及び法第36条第

２項の検査済証の写し 

(４) 省令第13条の３第１号ロに該当す

る団体の場合は、該当する開発行為に

係る事業の認可を証する書類等の写し 

(５) 役員が省令第13条の３第２号の規

定に該当する者であることを誓約する

書面（別記第13号様式） 

別表第３（第９条関係） 

検討委員会 

委員長 都市建設部長 

委員 

総務部防災課長 企画財政部経営戦略課長 健康福祉部社会福祉課長 

経済環境部農政課長 経済環境部商工観光課長 経済環境部環境課長 

都市建設部建設課長 都市建設部都市計画課長 都市建設部上下水道

課長 農業委員会事務局長 教育部教育総務課長 教育部学校教育課

長 教育部生涯学習課長 消防本部消防総務課長 

事務局 都市建設部都市計画課長 

 


